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附則 

ふじみ野市は、平成１７年１０月１日に旧上福岡市と旧大井町とが合併して誕

生しました。 

古くは江戸と川越を結ぶ陸路と水運の要所として栄え、現在は、首都東京の近

郊都市として発展しています。 

わたしたちふじみ野市民は、この地域に生きた人々が築き上げてきた歴史や文

化、そして恵まれた自然環境を大切にしながら、互いを尊重し、協力し合って、

活力と愛着のあるまちを実現し、将来の世代に引き継がなければなりません。 

平成１２年に地方分権一括法が施行され、国からの権限移譲が進み、地域のこ

とは地域で決定し、自己の責任で解決することが求められるようになりました。 

そのために、一人ひとりが地方自治の主体であることを認識し、身近なところ

から市政に参加し、協働することにより、まちづくりに取り組むことを決意し、

ふじみ野市における自治の基本としてこの条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、ふじみ野市（以下「市」という。）の自治の基本理念及び

基本原則を定め、市民の権利及び責務並びに市議会、市議会議員、市長等及び

市の職員の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めること

により、市民の参加と協働による市民主体の自治を推進し、もって豊かで住み

よいまちを実現することを目的とする。 

（位置付け） 

第２条 この条例は、市における自治の基本として位置付けられるものであり、
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市民、市議会、市議会議員、市長等及び市の職員は、この条例を尊重しなけれ

ばならない。 

２ 市議会及び市長等は、条例、規則等の制定及び改廃並びに施策の実施に当た

っては、この条例との整合を図るものとする。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 市民 市内に住所を有するもの、市内で就労又は就学するもの及び市内で

事業その他の活動をするものをいう。 

(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。 

(3) 参加 市民が市の施策等の立案、実施、評価及び見直しに主体的に関わる

ことをいう。 

(4) 協働 市民、市議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務の下、互いの

自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な

立場で連携及び協力して活動することをいう。 

(5) まちづくり 豊かで住みよいまちをつくるための公共的な活動の総体を

いう。 

第２章 自治の基本理念及び基本原則 

（自治の基本理念） 

第４条 市における自治の基本理念は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 市民、市議会及び市長等は、市民主体の自治を推進するものとする。 

(2) 市民は、相互の立場を尊重し、自主的かつ自発的にまちづくりの推進に努

めるものとする。 

(3) 市議会及び市長等は、市民の意思を反映した自主的かつ自立的な市政運営

を推進するものとする。 

（自治の基本原則） 

第５条 市民、市議会及び市長等は、前条に定める自治の基本理念に基づき、次

に掲げる事項を原則として自治を推進するものとする。 

(1) 市政に関する情報の共有を基本とすること。 

(2) 市政に関する市民の参加を基本とすること。 

(3) 協働によるまちづくりを基本とすること。 

第３章 市民の権利及び責務 

（市民の権利） 

第６条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するものとする。 

２ 市民は、自治の主体として、市政に参加する権利を有するものとする。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、相互の立場及び意見を尊重し、まちづくりの推進に努めるもの



とする。 

２ 市民は、市政に参加及び協働する上で、自らの発言、決定及び行動に責任を

持つものとする。 

第４章 市議会及び市議会議員の責務 

（市議会の責務） 

第８条 市議会は、意思決定機関として市民の意思が市政運営に反映されるよう

努めなければならない。 

２ 市議会は、適正に市政が運営されているかを監視し、けん制する機能を果た

さなければならない。 

（市議会議員の責務） 

第９条 市議会議員は、市民の代表者として公正かつ誠実に職務の遂行に努めな

ければならない。 

第５章 市長及び市の職員の責務 

（市長の責務） 

第１０条 市長は、市の代表者として、市民とともに自治を推進するという認識

に立ち、市民の意思を反映した市政運営に努め、公正かつ誠実に職務を遂行し

なければならない。 

２ 市長は、社会、経済情勢等の変化に適切に対応し、効果的かつ機能的な組織

及び制度を構築するとともに、市の職員の能力の向上に努めるものとする。 

（市の職員の責務） 

第１１条 市の職員は、法令等を遵守し、公正、誠実、効率的及び効果的に職務

を遂行しなければならない。 

２ 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の習得及び自己研さんに努め

なければならない。 

第６章 市民によるまちづくり 

（参加） 

第１２条 市民は、市政への多様な参加の機会を捉え、積極的な参加に努めるも

のとする。 

２ 市議会及び市長等は、市政への多様な参加の機会を設け、市民の参加を推進

するよう努めるものとする。 

（協働） 

第１３条 市民、市議会及び市長等は、協働の仕組みを整備し、協働のまちづく

りの推進に努めるものとする。 

（コミュニティ） 

第１４条 市民は、コミュニティ（多様な人と人とのつながりを基に、共通の目

的を持って活動する市民の団体をいう。次項において同じ。）活動を通して、

共助の精神を育むとともに、地域の課題解決のため、世代を超えた交流及び学

びあいに努めるものとする。 



２ 市議会及び市長等は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域の課

題解決に必要なコミュニティ活動の支援に努めるものとする。 

第７章 住民投票 

（住民投票） 

第１５条 市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、法令の定めるところによ

り、市長に対し、市政に関する重要事項について住民投票の実施を請求するこ

とができる。 

２ 市議会議員及び市長は、法令の定めるところにより、住民投票を発議するこ

とができる。 

３ 市民、市議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。 

４ 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度別に条例で定める。 

第８章 市政運営 

（総合的な計画） 

第１６条 市長は、市政運営の指針となる総合的な最上位計画を市民が参加する

組織をもって策定し、市議会の議決を得るものとする。 

（行財政運営） 

第１７条 市長等は、前条に規定する総合的な計画を踏まえて、中長期的な視点

から、健全な行財政運営を行うものとする。 

（説明責任） 

第１８条 市長等は、施策の実施及び結果並びに財政状況について市民に分かり

やすく説明するものとする。 

（情報の公開及び共有） 

第１９条 市議会及び市長等は、市政運営に関する市民の知る権利を保障すると

ともに、公正な市政運営を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報を、

原則公開するものとする。 

２ 市議会及び市長等は、市民との情報共有を図るため、附属機関の審議会その

他の委員会等（第２１条第１項において「審議会等」という。）の会議を原則

公開するものとする。 

３ 市議会及び市長等は、市政運営に関する情報を市民に積極的に提供するとと

もに、様々な手法により市民の意見の把握に努め、市民との情報の共有を図る

ものとする。 

（個人情報保護） 

第２０条 市議会及び市長等は、保有する個人情報を保護するとともに、当該個

人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（委員等の選任） 

第２１条 市長等は、審議会等を組織する委員その他の構成員（以下「委員等」

という。）の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の根拠を含めた手続に

ついて透明性を確保するよう努めるものとする。 



２ 市長等は、委員等の選任に当たっては、男女の比率及び年齢構成等の多様性

に配慮するものとする。 

３ 市長等は、公募による市民を委員等に選任するよう努めるものとする。 

（パブリックコメント） 

第２２条 市長等は、市の重要な政策を定めようとするときには、その政策に関

する条例及び計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項をあらかじめ公表し、

広く市民から意見（次項において「パブリックコメント」という。）を求める

ものとする。 

２ 市長等は、聴取した市民のパブリックコメントを考慮して、意思決定を行う

とともに、聴取した意見に対する市長等の考え方を公表するものとする。 

（提言及び要望への対応） 

第２３条 市長等は、市民から市政に関する意見及び提案（次項において「提言」

という。）並びに市民の生活に関する要望があったときは、速やかに内容を精

査して、適切に対応し、その概要を公表するものとする。 

２ 市長等は、必要と認めた提言及び要望については、市政運営に反映させるた

めの仕組みを整えるものとする。 

（行政手続） 

第２４条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、市政運営における処

分その他の行政手続について、公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。 

（行政評価） 

第２５条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価を行い、

その結果を公表するとともに市政に反映させるものとする。 

２ 市長等は、前項の行政評価について、市民が参加することができる仕組みを

取り入れるよう努めるものとする。 

（政策法務） 

第２６条 市議会及び市長等は、行政運営を行うに当たっては、政策法務（地域

課題や市民ニーズに適切に対応し、自主的かつ自立的な市政運営を行うため、

主体性を持った法令等の解釈及び運用に努め、条例等を整備することをいう。）

に取り組むものとする。 

（公益通報） 

第２７条 市の職員及び市に対して労務を提供する者は、適正な市政運営を確保

するため、市政運営に関わる違法な行為を知り得たときは、速やかにその事実

を市長等に通報（次項において「公益通報」という。）するものとする。 

２ 市長等は、前項の規定による公益通報をする者が不利益を受けないよう適切

な措置を講じるものとする。 

（危機管理） 

第２８条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、市民及び関係機関

等と連携し、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じる



おそれがある事態等（次項において「災害等」という。）に的確に対応するた

めの体制を整備するものとする。 

２ 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から自らが

果たすべき役割を認識した上で地域での交流に努め、相互に協力して災害等に

対処するものとする。 

第９章 国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力 

（国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力） 

第２９条 市は、共通する課題又は広域的な課題を解決するため、国、県及び他

の地方公共団体等とそれぞれ適切な役割分担を踏まえ、対等な立場で連携及び

協力するよう努めるものとする。 

２ 市は、国及び県に対し施策の改善等に関する意見又は提案を行うものとする。 

第１０章 見直し及び改正 

（見直し及び改正） 

第３０条 市長は、社会、経済情勢等の変化等に照らしてこの条例の見直しを図

るものとする。 

２ 市長は、この条例を見直す必要があるときは、多様な方法で市民の意見を聴

取するものとする。 

３ 市長は、聴取した市民の意見を考慮して、この条例を見直し、改正したとき

は、その内容を公表するものとする。 

第１１章 補則 

（その他） 

第３１条 この条例の手続等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


